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　 　 【 請 求 項 １ 】 　 近 距 離 無 線 通 信 機 能 と 携 帯 電 話 機 能 を 備 え る 携 帯 端 末 と 、
　 こ の 携 帯 端 末 と の 近 距 離 無 線 通 信 に よ り 上 記 携 帯 端 末 に よ る 駅 務 処 理 を 実 行 す る 駅 務 機
器 と 、
　 上 記 携 帯 端 末 の 携 帯 電 話 機 能 に よ り 通 信 し 、 上 記 携 帯 端 末 に 対 す る 認 証 を 付 与 す る 認 証
処 理 シ ス テ ム と 、
　 上 記 携 帯 端 末 の 携 帯 電 話 機 能 及 び 認 証 処 理 シ ス テ ム の そ れ ぞ れ と 通 信 し 、 上 記 携 帯 端 末
か ら の 上 記 駅 務 機 器 の 使 用 許 可 の 申 込 み に 基 づ い て 上 記 認 証 処 理 シ ス テ ム に 認 証 の 問 合 せ
を 行 い 、 認 証 が 付 与 さ れ て い る と き 上 記 駅 務 機 器 の 使 用 許 可 を 示 す 情 報 を 上 記 携 帯 端 末 へ
送 信 す る 使 用 許 可 シ ス テ ム と 、
　 か ら 構 成 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 駅 務 シ ス テ ム に お け る 認 証 シ ス テ ム 。
　 　 【 請 求 項 ２ 】 　 近 距 離 無 線 通 信 機 能 と 携 帯 電 話 機 能 を 備 え 、 あ ら か じ め Ｉ Ｄ 番 号 が 記
憶 さ れ て い る 携 帯 端 末 と 、
　 こ の 携 帯 端 末 と の 近 距 離 無 線 通 信 に よ り 上 記 携 帯 端 末 に よ る 駅 務 処 理 を 実 行 す る 駅 務 機
器 と 、
　 上 記 携 帯 端 末 の 携 帯 電 話 機 能 に よ り 通 信 し 、 上 記 携 帯 端 末 に 対 す る 認 証 番 号 の 付 与 を 行
う 認 証 処 理 シ ス テ ム と 、
　 上 記 携 帯 端 末 の 携 帯 電 話 機 能 及 び 認 証 処 理 シ ス テ ム の そ れ ぞ れ と 通 信 し 、 上 記 携 帯 端 末
か ら の 上 記 駅 務 機 器 の 使 用 許 可 の 申 込 み に 基 づ い て 上 記 認 証 処 理 シ ス テ ム に 認 証 の 問 合 せ
を 行 い 、 こ の 問 合 せ に 応 答 し て 認 証 が 得 ら れ た 際 に 上 記 駅 務 機 器 の 使 用 許 可 を 上 記 携 帯 端
末 へ 送 信 す る 使 用 許 可 シ ス テ ム と か ら 構 成 さ れ 、
　 認 証 の 申 込 み 時 、 上 記 携 帯 端 末 は 上 記 認 証 処 理 シ ス テ ム へ Ｉ Ｄ 番 号 を 送 信 す る 第 １ の 送



信 手 段 を 備 え 、
　 上 記 認 証 処 理 シ ス テ ム は 、 上 記 第 １ の 送 信 手 段 に よ り 送 信 さ れ た 上 記 Ｉ Ｄ 番 号 に 対 し て
、 認 証 番 号 を 発 生 す る 発 生 手 段 と 、 こ の 発 生 手 段 に よ り 発 生 し た 認 証 番 号 を 上 記 携 帯 端 末
の Ｉ Ｄ 番 号 に 対 応 し て 記 憶 す る 記 憶 手 段 と 、 上 記 発 生 手 段 に よ り 発 生 し た 認 証 番 号 を 上 記
携 帯 端 末 へ 送 信 す る 第 ２ の 送 信 手 段 と を 備 え 、
　 上 記 携 帯 端 末 は 、 上 記 第 ２ の 送 信 手 段 に よ り 送 信 さ れ た 認 証 番 号 と 上 記 Ｉ Ｄ 番 号 と 上 記
駅 務 機 器 の 使 用 許 可 の 申 請 と を 、 上 記 使 用 許 可 シ ス テ ム へ 送 信 す る 第 ３ の 送 信 手 段 と 、
　 こ の 駅 務 機 器 の 使 用 許 可 の 申 請 時 に 、 上 記 使 用 許 可 シ ス テ ム は 、 上 記 認 証 番 号 と 上 記 Ｉ
Ｄ 番 号 を 上 記 認 証 処 理 シ ス テ ム に 送 信 す る 第 ４ の 送 信 手 段 と 、 こ の 第 ４ の 送 信 手 段 に よ り
送 信 さ れ た Ｉ Ｄ 番 号 に 対 す る 認 証 番 号 と 上 記 認 証 処 理 シ ス テ ム に 上 記 携 帯 端 末 の Ｉ Ｄ 番 号
に 対 応 し て 上 記 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ て い る 認 証 番 号 と が 一 致 す る か 否 か に よ り 、 上 記 駅 務
機 器 の 使 用 を 許 可 す る か 否 か を 判 断 す る 判 断 手 段 と を 備 え た 、
　 こ と を 特 徴 と す る 駅 務 シ ス テ ム に お け る 認 証 シ ス テ ム 。
　 　 【 請 求 項 ３ 】 　

　
　

　 　 【 請 求 項 ４ 】 　
　
　
　

　

　
　 　 【 請 求 項 ５ 】 　

　

　

　

　

　
　 　 【 請 求 項 ６ 】 　
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携 帯 電 話 機 能 と 近 距 離 無 線 通 信 機 能 と を 備 え る 携 帯 端 末 の 携 帯 電 話 機
能 に よ る 駅 に 設 置 さ れ る 自 動 改 札 機 の 利 用 申 込 み を 示 す 情 報 の 送 信 を 受 付 け 、

こ の 利 用 申 込 み に 基 づ い て 利 用 許 可 を 示 す 情 報 を 上 記 携 帯 端 末 に 送 信 し 、
上 記 自 動 改 札 機 に 対 し 、 上 記 利 用 許 可 を 示 す 情 報 が 送 信 さ れ た 携 帯 端 末 の 近 距 離 無 線 通

信 機 能 に よ り 利 用 を 示 す 情 報 が 送 信 さ れ た と き 、 当 該 自 動 改 札 機 で の 利 用 を 許 可 す る 自 動
改 札 方 法 。

無 線 に よ る 電 話 通 信 を 行 う 電 話 通 信 手 段 と 、
駅 に 設 置 さ れ る 自 動 改 札 機 と 近 距 離 無 線 通 信 を 行 う 近 距 離 無 線 通 信 手 段 と を 備 え 、
上 記 電 話 通 信 手 段 に よ り 上 記 自 動 改 札 機 の 利 用 申 込 み を 示 す 情 報 を 送 信 し 、
こ の 情 報 送 信 に 応 答 し て 利 用 許 可 を 示 す 情 報 が 送 信 さ れ た と き 、 当 該 利 用 許 可 情 報 を 受

信 し 、
こ の 受 信 の 後 、 上 記 自 動 改 札 機 を 利 用 す る た め 上 記 近 距 離 無 線 通 信 手 段 に よ り 上 記 自 動

改 札 機 に 対 し 利 用 情 報 を 送 信 す る
こ と を 特 徴 と す る 携 帯 端 末 。

無 線 に よ る 電 話 通 信 を 行 う 電 話 通 信 手 段 と 、 駅 に 設 置 さ れ る 自 動 改 札
機 と 近 距 離 無 線 通 信 を 行 う 近 距 離 無 線 通 信 手 段 と を 備 え た 携 帯 端 末 か ら 上 記 電 話 通 信 手 段
に よ り 自 動 改 札 機 の 利 用 申 込 み を 受 信 す る 第 １ の 受 信 手 段 と 、

こ の 第 １ の 受 信 手 段 の 受 信 に 基 づ い て 上 記 携 帯 端 末 に 対 し て 自 動 改 札 機 の 利 用 許 可 を 示
す 情 報 を 送 信 す る 第 １ の 送 信 手 段 と 、

複 数 の 電 鉄 会 社 に 対 応 し 複 数 台 設 け ら れ る 利 用 許 可 装 置 の い ず れ か に 対 し て 、 上 記 携 帯
端 末 の 電 話 通 信 手 段 に よ り 自 動 改 札 機 の 利 用 申 請 が あ っ た と き 、 利 用 申 請 を 受 付 け 利 用 許
可 装 置 か ら 利 用 申 請 を 示 す 情 報 を 受 信 す る 第 ２ の 受 信 手 段 と 、

こ の 第 ２ の 受 信 手 段 で 受 信 し た 利 用 申 請 が 上 記 第 １ の 受 信 手 段 で 利 用 申 込 み を 受 信 し て
い る 携 帯 端 末 か ら の も の で あ る か 否 か を 判 断 す る 判 断 手 段 と 、

こ の 判 断 手 段 に よ り 上 記 第 ２ の 受 信 手 段 で 受 信 し た 利 用 申 請 が 上 記 第 １ の 受 信 手 段 で 利
用 申 し 込 み を 受 信 し て い る 携 帯 端 末 か ら の も の で あ る と 判 断 し た と き 、 上 記 利 用 許 可 装 置
を 介 し 上 記 携 帯 端 末 に 対 し て 当 該 利 用 許 可 装 置 に 対 応 す る 電 鉄 会 社 の 自 動 改 札 機 の 利 用 許
可 を 示 す 情 報 を 送 信 す る 第 ２ の 送 信 手 段 と

を 具 備 し た こ と を 特 徴 と す る 自 動 改 札 シ ス テ ム 。
無 線 に よ る 電 話 通 信 を 行 う 電 話 通 信 手 段 と 、 駅 に 設 置 さ れ る 自 動 改 札

機 と 近 距 離 無 線 通 信 を 行 う 近 距 離 無 線 通 信 手 段 と を 備 え た 携 帯 端 末 か ら 上 記 電 話 通 信 手 段
に よ り 自 動 改 札 機 の 利 用 申 し 込 み を 受 信 す る 第 １ の 受 信 手 段 と 、

複 数 の 電 鉄 会 社 に 対 応 し 複 数 台 設 け ら れ る 利 用 許 可 装 置 の い ず れ か に 対 し て 、 上 記 携 帯
端 末 の 電 話 通 信 手 段 に よ り 自 動 改 札 機 の 利 用 申 請 が あ っ た と き 、 利 用 申 請 を 受 付 け た 利 用
許 可 装 置 か ら 利 用 申 請 を 示 す 情 報 を 受 信 す る 第 ２ の 受 信 手 段 と 、

こ の 第 ２ の 受 信 手 段 で 受 信 し た 利 用 申 請 が 上 記 第 １ の 受 信 手 段 で 利 用 申 込 み を 受 信 し て
い る 携 帯 端 末 か ら の も の で あ る か 否 か を 判 断 す る 判 断 手 段 と 、
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こ の 判 断 手 段 に よ り 上 記 第 ２ の 受 信 手 段 で 受 信 し た 利 用 申 請 が 上 記 第 １ の 受 信 手 段 で 利
用 申 込 み を 受 信 し て い る 携 帯 端 末 か ら の も の で あ る と 判 断 し た と き 、 上 記 利 用 許 可 装 置 を
介 し 上 記 携 帯 端 末 に 対 し て 当 該 利 用 許 可 装 置 に 対 応 す る 電 鉄 会 社 の 自 動 改 札 機 の 利 用 許 可
を 示 す 情 報 を 送 信 す る 送 信 手 段 と

を 具 備 し た こ と を 特 徴 と す る 自 動 改 札 シ ス テ ム 。
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